
   入札結果等の公表要領 

（令和５年３月２０日 市長決裁） 

入札結果等の公表要領（平成１０年９月３０日市長決裁）の全部を改正

する。  

 （趣旨）  

第１条  この要領は、市が施行する建設工事の請負、業務委託、物品の購

入及び借入れ等に係る競争入札に関する情報並びに公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）及び

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３

年政令第３４号。以下「施行令」という。）に規定する公共工事に係る

発注の見通し並びに入札・契約に関する情報（以下「入札契約情報等」

という。）を公表するために必要な事項を定めるものとする。  

 （公表の主体）  

第２条  入札契約情報等の公表主体は入札事務を所掌する課とする。  

 （入札執行前の公表内容）  

第３条  入札執行前の公表内容については、次のとおりとする。  

  (1) 開札予定日 

(2) 案件名称 

(3) 案件場所 

(4) 設計金額（ただし、設計金額が５００万円以下の建設工事に限る。） 

 （入札執行後の公表内容）  

第４条  入札執行後の公表内容については、次のとおりとする。  

(1) 予定価格 

(2) 設計金額 

(3) 調査基準価格、失格基準価格又は最低制限価格 

 (4) 入札参加者名（指名競争入札にあっては「指名業者」以下同じ。） 

 (5) 入札経過（全ての入札参加者名及び入札金額。ただし無効となった



入札の金額を除く。） 

 (6) 入札結果（落札者名及び落札金額） 

 (7) 総合評価方式の技術評価点等 

 （施行令の規定による公表内容） 

第５条 施行令の規定に基づき公表する内容については、予定価格が２５

０万円を超える建設工事に係る次に掲げるものとする。 

 (1) 施行令第５条第１項各号に規定する発注の見通しに関する事項 

 (2) 施行令第７条第２項第１号から第８号に規定する入札及び契約の過

程に関する事項 

 (3) 施行令第７条第２項第９号に規定する契約の内容に関する事項 

 (4) 施行令第７条第３項に規定する契約金額の変更を伴う契約内容の変

更に関する事項  

 （公表の時期）  

第６条 入札契約情報等の公表時期は、原則として、それぞれ次の各号に

定めるところによる。  

 (1) 第３条に規定する事項については、公告又は指名通知時に公表する

ものとする。  

 (2) 第４条及び第５条第２号に規定する事項については、落札者を決定

後に公表するものとする。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（以下「議決条例」という。）の対象

となるものについては議会の議決後に公表するものとする。 

 (3) 第５条第１号に規定する事項については、毎年度、４月１日以後遅

滞なく公表するものとし、少なくとも毎年度一回、１０月１日を目途

として見直し、変更がある場合には変更後の事項を公表するものとす

る。 

 (4) 第５条第３号に規定する事項については、契約締結後に公表するも

のとする。 



 (5) 第５条第４号に規定する事項については、変更契約の契約締結後に

公表するものとする。 

 （公表方法） 

第７条 入札契約情報等の公表は入札結果表を閲覧に供する方法、電子入

札システムを利用して閲覧に供する方法及びインターネットを利用して

閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、市長が特別の事情が

あると認める場合はこの限りではない。 

 （入札不調又は不落時の取扱い） 

第８条 入札が不調又は不落に終った場合の入札契約情報等は、原則とし

て、次の各号に定めるところにより公表するものとする。 

 (1) 再入札に付する場合は、再入札により落札者を決定後、公表するも

のとする。 

 (2) 随意契約に移行する場合は、落札者を決定後、公表するものとする。

この場合、最終の見積結果も併せて公表するものとする。 

 (3) 再入札に付さない場合は、入札の不調又は不落が確定した後、公表

するものとする。ただし、その後の入札執行等に支障があると認めら

れる場合はその限りではない。 

 （入札の不調又は不落以外の理由で入札取止め等をした時の取扱い） 

第９条 入札の不調又は不落以外の理由で入札を取止め又は中止した場合

（落札者決定後に落札者決定を取り消した場合を含む）は、第４条に規

定する入札執行後の公表内容及び第５条第２号に規定する事項の公表は

行わない。ただし、入札の取止め等の理由は公表するものとする。 

 （公表期間） 

第１０条 入札契約情報等の公表期間は、原則として、それぞれ次の各号

に定めるところによる。 

 (1) 第３条、第４条及び第５条第２号に規定する事項については、その

入札が執行された日（開札日又は入札の取止め若しくは中止した日）



の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 

 (2) 第５条第１号に規定する事項については、当該年度の３月３１日ま

でとする。 

 (3) 第５条第３号に規定する事項については、その契約がなされた日の

属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 

附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


